
適切なメンテナンスがお客様を様々なリスクから守ります。

HEPAフィルター付きパーテーション

メンテナンス サービスプランのご案内
M A I N T E N A N C E
S E R V I C E

 

過酸化水素除染

本体清掃

風速検査

フィルター交換作業

報告書作成

*

点検・メンテナンス作業の前に過酸化水素による除染を行います

本体の清掃を行います

吹出し部での風速が規定値以内であること

HEPAフィルターの交換
（クリーンタイプの場合、プレフィルターも交換いたします）

後日 点検・作業の内容を報告書としてご提出させていただきます

プライムケア
（予防保全型保守契約）

別途有償

故障診断技術料 突然の故障時などに技術者が訪問し診断・調査

故障部品・交換作業料 故障の際には、その修理に関わる部品代及び
作業料を別途お見積りさせていただきます

過酸化水素による除染～フィルター交換までの作業一式をパッケージに。
点検項目や実施頻度など、お客様それぞれのご要望に応じたカスタムプランの提案も可能です。

実施項目

サービスプラン

＊過酸化水素除染では、１～�台につき�時間以上の静置が必要となります。
    作業に際し必要となる作業場（���� x ����mm程度）、上下水道及び電源は無償にて供与願います。
　作業中、作業エリアは立入禁止とさせていただきます。

試運転調整 運転動作の確認・ライフゲージバーの調整
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パンフレット上ご注意　●パンフレットでは製品の仕様や注意事項について全て
の情報を掲載しておりません。 ●パンフレットに記載のサービスプランなどの内
容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ●本パンフレ
ットの掲載内容は2021年8月現在のものです。
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HEPAフィルター付きパーテーション “Aer（アエル）”は空気中の飛沫、塵埃をHEPAフィルターにて
除去し、クリーンエアーを室内に送り出すことで空気の清浄化と飛沫拡散の抑制を行う装置です。
長時間の使用によりフィルターやファンの性能が低下した場合、気流制御やフィルター除去が適切
に行われず、装置本来の目的を達成できないリスクがあります。これらのリスクは、適切なメンテ
ナンスにより抑制することが可能です。


